
　

衆
議
院
が
解
散
し
た
こ
と
に
よ
る
第
46
回

衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
第
22
回
最
高
裁
判
所

裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
が
12
月
16
日
に
行

わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
願
い
を
政
治
に
反
映

さ
せ
る
大
事
な
選
挙
で
す
。
あ
な
た
の
大
切

な
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

投
票
日　

12
月
16
日
（
日
）、
な
お
期
日
前

投
票
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
が
12
月
５
日

（
水
）、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
は
９

日
（
日
）
か
ら
15
日
（
土
）
ま
で
で
き
ま
す
。

投
票
時
間　

午
前
７
時
～
午
後
８
時
（
期
日

前
投
票
は
午
前
８
時
30
分
か
ら
）

投
票
所　

市
内
24
か
所
（
期
日
前
投
票
は
市

内
３
か
所
）。
各
家
庭
に
郵
送
す
る
「
投
票

所
入
場
券
」
に
記
載
さ
れ
た
会
場
で
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

●
投
票
に
は
入
場
券
を

　

投
票
所
に
行
く
と
き
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
投

票
す
る
た
め
「
投
票
所
入
場
券
」
を
忘
れ
ず

に
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。
な
く
し
て
も
投

票
で
き
ま
す
。
投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。
な
お
入
場
券
は
12
月
８
日
ご
ろ

ま
で
に
各
世
帯
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

今
回
行
わ
れ
る
選
挙
は
、
小
選
挙
区
選
挙

と
比
例
代
表
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国

民
審
査
と
が
あ
り
ま
す
。
投
票
会
場
で
は
、

①
→
②
→
③
の
順
序
で
投
票
し
ま
す
。

①
小
選
挙
区
選
挙
＝
候
補
者
名
を
書
い
て
投
票

②
比
例
代
表
選
挙
＝
政
党
名
を
書
い
て
投
票

③
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
＝
辞
め
さ

せ
た
い
裁
判
官
に
「
×
」
を
書
い
て
投
票
。

辞
め
さ
せ
な
く
て
も
い
い
と
思
う
場
合
は
記

入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
４
年
12
月
17
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

で
、
平
成
24
年
９
月
３
日
ま
で
に
本
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
引
き
続
き
３
か

月
以
上
住
ん
で
い
る
人

●
市
外
に
住
所
を
移
し
た
場
合

　

柳
川
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

た
人
で
、
平
成
24
年
８
月
３
日
以
降
に
市
外

に
転
出
し
た
人
は
、
転
出
先
の
市
区
町
村
で

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
柳

川
市
で
投
票
で
き
ま
す
。

●
９
月
４
日
以
降
に
柳
川
市
に
転
入
届
出
を

し
た
場
合

　

転
入
前
の
市
区
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
人
は
、
転
入
前
の
市
区
町
村

で
投
票
で
き
ま
す
。
ま
た
、
転
入
前
の
市
区

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票
用
紙
を
請

求
し
、
柳
川
市
の
選
挙
委
員
会
で
不
在
者
投

票
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

投
票
日
当
日
、
仕
事
な
ど
や
む
を
得
な
い

用
事
で
投
票
所
に
行
け
な
い
人
は
、
次
の
と

お
り
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

期
間　

12
月
５
日
（
水
）
～
15
日
（
土
）、

た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
は

９
日
（
日
）
か
ら

投
票
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

投
票
所　

市
内
３
か
所

○
市
役
所
柳
川
庁
舎　

３
階
第
１
会
議
室

○
市
役
所
大
和
庁
舎　

１
階
第
１
会
議
室

○
市
役
所
三
橋
庁
舎　

１
階
ロ
ビ
ー

　

ど
こ
の
投
票
所
で
も
投
票
で
き
ま
す
。
投

票
所
入
場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
投
票
所
入

場
券
が
届
い
て
い
な
い
場
合
で
も
投
票
で
き
ま

す
。
投
票
所
の
係
員
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

次
の
人
は
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

●
仕
事
な
ど
で
市
外
に
滞
在
し
て
い
る
人

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
請
求
用
紙
に
自
書
し
、
投
票
用
紙
を
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。
投
票
用
紙
な
ど
は
滞
在
地

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
滞
在
地
の
選
挙
管
理
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委
員
会
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
を
使

う
の
で
交
付
ま
で
日
数
が
か
か
り
ま
す
。
早

め
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
指
定
施
設
で
投
票
を
す
る
人

　

県
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
を
受
け
た
病

院
、
施
設
な
ど
に
入
院
ま
た
は
入
所
し
て
い

る
人
は
、
そ
の
施
設
内
で
不
在
者
投
票
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
施
設
の

事
務
所
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
期
日
前
投
票
期
間
中
に
20
歳
に
な
る
人

　

期
日
前
投
票
の
期
間
内
に
投
票
を
す
る
場

合
、
20
歳
に
達
し
て
い
な
い
人
は
不
在
者
投

票
と
な
り
ま
す
。

●
郵
便
等
投
票

　

身
体
に
重
い
障
害
が
あ
る
人
が
、
投
票
用

紙
な
ど
を
柳
川
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
請
求

し
、
在
宅
で
郵
便
に
よ
り
投
票
す
る
方
法
で

す
。
12
月
12
日
（
水
）、
午
後
５
時
ま
で
に

郵
便
等
投
票
の
投
票
用
紙
な
ど
の
請
求
を
し

て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
の
不
在
者
投
票
が
で

き
る
人
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
で
「
両
下
肢
・
体
幹
・

移
動
機
能
の
障
害
が
１
級
か
２
級
」「
心

臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・

小
腸
の
障
害
が
１
級
ま
た
は
３
級
」「
免

疫
・
肝
臓
の
障
害
が
１
級
か
ら
３
級
ま
で
」

の
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
で
「
両
下
肢
・
体
幹
の
障

害
が
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
ま
で
」「
心

臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・

小
腸
、
肝
臓
の
障
害
が
特
別
項
症
か
ら
第
３

項
症
ま
で
」
の
人

③
介
護
保
険
被
保
険
者
証
で
「
要
介
護
状
態

区
分
が
要
介
護
５
」
の
人

　

な
お
、
投
票
に
は
選
挙
管
理
委
員
会
が
発

行
す
る
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
が
必
要
で

す
。
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
人
は
、
早
め
に
市
選
挙
管
理
委
員
会

へ
交
付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

代
理
記
載
制
度

　

郵
便
等
投
票
が
で
き
る
人
で
、
身
体
障

害
者
手
帳
で
「
上
肢
・
視
覚
の
障
害
の
程

度
が
１
級
」ま
た
は
、戦
傷
病
者
手
帳
で「
上

肢
・
視
覚
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
２

項
症
ま
で
」
の
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
本

人
が
指
定
し
た
「
代
理
記
載
人
」
に
記
載

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
も

市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
の
届
出
が
必
要
で

す
。

●
点
字
・
代
理
投
票

　

目
の
不
自
由
な
人
に
は
、
投
票
所
に
点
字

器
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
身
体
に
支

障
が
あ
り
、
字
が
書
け
な
い
場
合
は
、
投
票

所
の
係
員
が
代
わ
っ
て
投
票
用
紙
へ
の
記
入

を
行
い
ま
す
。
投
票
所
の
係
員
へ
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

　

開
票
は
即
日
開
票
で
、
12
月
16
日
（
日
）、

午
後
９
時
15
分
か
ら
、
柳
川
市
民
体
育
館
大

競
技
場
で
行
い
ま
す
。
開
票
作
業
は
体
育
館

２
階
の
観
客
席
か
ら
見
学
で
き
ま
す
。

The選挙
第
46
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
・
第
22
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

投票所 地区・校区 会　　場

第 1
柳河

柳河ふれあいセンター

第 2 柳河小学校体育館

第 3 城内 城内コミュニティ防災センター

第 5 沖端 矢留うぶすな館

第 6 西宮永 弥四郎町・吉富町公民館

※第 7 東宮永 柳川農村環境改善センター

※第 8 両開 有明まほろばセンター

第 9
昭代

昭代第一小学校体育館

第 10 昭代第二小学校体育館

※第 11
蒲池

蒲池農村環境改善センター

第 12 中村公民館

第 13 大和 大和小学校体育館

第 14 中島（町部） 中島小学校体育館

第 15 中島（在部） 中島小学校体育館

第 16 有明 有明小学校体育館

第 17 皿垣 皿垣小学校体育館

第 18 豊原 豊原小学校体育館

第 19 六合 六合小学校体育館

第 20 二ッ河 二ッ河小学校体育館

第 21 藤吉 藤吉小学校体育館

第 22 垂見 垂見小学校体育館

第 23 矢ヶ部 矢ヶ部小学校体育館

第 24 中山 中山校区公民館

第 25 藤吉、二ッ河、垂見 三橋公民館講義室

市内の投票所のご案内
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投 
票 
日　

12
月

16
日
㈰  

午
前
７
時
～
午
後
８
時

期
日
前
投
票

12
月
５
日
㈬
～
15
日
㈯ 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

※
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
期
日
前
投
票
は
12
月
９
日
㈰
か
ら
15
日
㈯
ま
で
で
す
。

●問い合わせは

柳川市選挙管理委員会事務局
☎ 77・8491 まで。

■ 

投
票
日
時

■ 

投
票
で
き
る
人

■ 

期
日
前
投
票

■ 

不
在
者
投
票

■ 

郵
便
等
投
票
、
点
字
・
代
理
投
票

■ 

開
票
は
市
民
体
育
館
で
即
日
開
票

この国の 明日を決める 一票です
この
国を、どうする？

※の 3 か所の投票所は改修工事が予定されていますが、今回の投
票には利用できます。


